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　　　　　　　　　速水しのぶ
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＜危機管理推進担当兼＞

担当課長
　　　　　　　　　伊藤　和人

監査課長
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担当理事（医務担当部長）
（医療安全医務監）
　　　　　　　　鈴木　敏旦

相談調整課長
　　　　　　　　　田村　宏
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課長補佐（担当係長）
　　　　　　　　　佐藤　祐子

担当係長
　　　　　　　　　藤川　満

課長補佐（担当係長）
　　　　　　　　　日向　正人

担当係長
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担当係長
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＜高齢者住まい担当兼＞
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　　　　　　　　　徳田　文男

企画部長
　　　　　　　　　鈴木　紀之

医療政策室長
　　　　　　　　増住　敏彦

地域医療課長
　　　　　　　　　藤井　裕久

医療政策課長
　　　　　　　　　田中　靖
担当課長
　　　　　　　　　八嶋　良輔
担当課長（兼）
　　　　　　　　　中溝　知樹
＜健康安全部
　　　　　医療安全課担当課長＞
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　　　　　　　　　深川　敦子
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　　　　　機能強化担当課長兼＞
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生活福祉部長
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保護課長
　　　　　　　　　巻口　　徹
担当課長
（援護対策担当）
　　　　　　　　　中島　隆雄
担当課長
（寿地区対策担当）
　　　　　　　　　中路　博喜

担当係長
　　　　　　　　　井田　理世

担当係長（後期高齢者医療制度担当）

　　　　　　　　　宇佐美高司

担当係長（後期高齢者医療制度担当）

　　　　　　　　　木野知　裕

担当係長（生活保護ｼｽﾃﾑ担当）
　　　　　　　　　洲崎　正晴

担当係長
　　　　　　　　　木野内正己

課長補佐（収納対策担当係長）
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担当係長（寿地区対策担当）
　　　　　　　　　神谷　直彦

担当係長（援護対策担当）
　　　　　　　　　榎本　良平

課長補佐（管理係長）
　　　　　　　　　畑岸　眞哉

担当係長（特定健診等担当）
　　　　　　　　　宮坂　洋子

事務係長
　　　　　　　　　大友喜一郎

課長補佐（保護係長）
　　　　　　　　　鈴木　茂久

資格給付係長
　　　　　　　　　深野　昭江

担当係長（後期高齢者医療制度担当）

　　　　　　　　　瀬谷　直幹

保険料係長
　　　　　　　　　原田　正俊

高齢者医療係長
　　　　　　　　　田辺　興司

医療援助課長
　　　　　　　　　堀内　俊幸
＜財政局
　　　　税務課債権回収担当兼＞

課長補佐（生活保護指導担当係長）

　　　　　　　　　田子　明子

担当係長（援護対策担当）
　　　　　　　　　森田　慶三

国民年金係長
　　　　　　　　　北嶋　広志

福祉医療係長
　　　　　　　　　古石　正史

担当係長（収納対策担当）
　　　　　　　　　鈴木　稔

保険年金課長
　　　　　　　　　松浦　　淳

担当課長
（収納対策担当）
　　　　　　　　　鈴木　　卓
＜財政局
　　　　税務課債権回収担当兼＞
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相談係長
　　　　　　　　　芦澤　美穂

生活支援係長
　　　　　　　　　坪井　峰代

担当係長
　　　　　　　　　佐藤　　拓

障害企画課長
　　　　　　　　　嘉代　哲也

就労支援係長
　　　　　　　　　永井　俊雄

企画調整係長
　　　　　　　　　大山　弘三

課長補佐（担当係長）
　　　　　　　　　鈴木　和男

担当係長
　　　　　　　　　一青　良太

地域活動支援係長
　　　　　　　　　郷原　寛史

審査係長
　　　　　　　　　山田　実

課長補佐　（移動支援係長）
　　　　　　　　　渡辺　文夫

担当係長（施策推進担当）
　　　　　　　　　髙木　美岐

相談援助係長
　　　　　　　　　田畑　健司

担当係長（事業者育成担当）
　　　　　　　　　佐渡美佐子

担当係長（精神保健福祉担当）
　　　　　　　　　小池美恵子

救急医療係長
　　　　　　　　　新海　隆生

事務係長
　　　　　　　　　楠部　龍哉

障害福祉部長
　　　　　　　　　神山　　篤

担当部長
（障害者更生相談所長）
　　　　　　　　　髙岡　　徹

担当部長
（こころの健康相談センター長）

　　　　　　　　　白川　教人

障害福祉課長
　　　　　　　　　佐藤　友也
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担当係長
　　　　　　　　　松崎美智子

担当係長
　　　　　　　　　早川　和宏

担当係長（整備推進担当）
　　　　　　　　　古川　浩

鶴見福祉授産所長
　　　　　　　　　岩﨑　正裕

南福祉授産所長
　　　　　　　　　福井　寛

担当係長
　　　　　　　　　妹尾　昌治

課長補佐（障害支援係長）
　　　　　　　　　新井　千秋

港北福祉授産所長
　　　　　　　　　井上　和夫

管理係長
　　　　　　　　　赤池　洋一

中福祉授産所長
　　　　　　　　　鈴木　利夫

福祉授産所

課長補佐（事業支援係長）
　　　　　　　　　押野　治夫

地域支援係長
　　　　　　　　　清水　純子

在宅支援係長
　　　　　　　　　藤井　健一

担当係長
　　　　　　　　　岸　和弘

課長補佐（戸塚福祉授産所長）
　　　　　　　　　関　　秀夫

入所支援第二係長
　　　　　　　　　江原　　顕

入所支援第一係長
　　　　　　　　　阿部真由子

松風学園長
　　　　　　　　　内田　孝司

知的障害者生活介護型施設

障害支援課長
　　　　　　　　　　森　　崇
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課長補佐（副所長）
　　　　　　　　　中斉　秀一

課長補佐（担当係長）
　　　　　　　　　林　啓吉

担当係長（高齢施設整備担当）
　　　　　　　　　野池　和美

課長補佐（認知症等担当係長）
　　　　　　　　　田邉　順子

担当課長（担当係長）
　　　　　　　　　西川美智子

課長補佐（副所長）
　　　　　　　　　田邊　修

担当係長
　　　　　　　　　奥江　展久

在宅支援係長
　　　　　　　　　佐藤亮太郎

担当係長
　　　　　　　　　石井　健一

課長補佐（高齢施設整備担当係長）

　　　　　　　　　壷井　達幸

担当係長（介護予防担当）
　　　　　　　　　室山　孝子

担当係長
　　　　　　　　　村上　恵介

施設整備係長
　　　　　　　　　高群　敦子

担当係長
　　　　　　　　　塩田　賢一

課長補佐（施設運営係長）
　　　　　　　　　曽我　伸平

担当係長
　　　　　　　　　大塚　昌文

課長補佐（生きがい係長）
　　　　　　　　　氏家　亮一

計画調整係長
　　　　　　　　　中山　真一

高齢健康福祉部長
　　　　　　　　　妻鳥　一富

高齢健康福祉課長
　　　　　　　　　宮口　廣隆

養護老人ホーム

高齢在宅支援課長
　　　　　　　　　上島　幸隆

高齢施設課長
　　　　　　　　　吉田　隆彦
担当課長
（高齢施設整備担当）
　　　　　　　　　小林　　進

恵風ホーム所長
　　　　　　　　　山崎　研一

名瀬ホーム所長
　　　　　　　　　芝崎　正雄
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＜生活衛生課長、環境衛生係長、居住衛生係長、生活衛生課担当係長は健康安全課
健康危機管理担当を兼務＞

健康安全部長
　　　　　　　　　畑澤　健一
監視等担当部長
　　　　　　　　　桐ケ谷成昭
医務担当部長
　　　　　　　　　岩田　眞美
＜健康安全課長兼＞
＜新型インフルエンザ等
　　　　　対策担当部長兼＞

施設等担当部長
　　　　　　　　　村野志満雄
担当部長（兼）
（健康安全担当）
　　　　　　　　　里見　正宏
＜鶴見区福祉保健センター長＞

担当部長(兼）
（医療安全担当）
　　　　　　　　　山川　博子
＜神奈川区福祉保健センター
　　　　　医務担当部長＞

担当部長(兼)
（健康安全担当）
　　　　　　　　　富田　千秋
＜青葉区福祉保健センター長＞

担当部長（兼）
（健康安全担当）
　　　　　　　　　髙橋　秀明
＜栄区福祉保健センター
　　　　　医務担当部長＞

担当係長
　　　　　　　　　尾島　靖生

担当係長
　　　　　　　　　粟屋しらべ

担当係長
　　　　　　　　　水野　直樹

担当係長（健康危機管理担当）
　　　　　　　　　田中　伸子

課長補佐（居住衛生係長）
　　　　　　　　　吉田　匡史

担当係長
　　　　　　　　　御小柴朋子

担当係長（新型ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ等対策担当）

　　　　　　　　　高橋　正海

担当係長
　　　　　　　　　紺野　美貴

担当係長
　　　　　　　　　藤見　　梓

課長補佐（健康危機管理担当係長）

　　　　　　　　　鈴木　祐子

担当係長
　　　　　　　　　末永麻由美

担当係長
　　　　　　　　　雨堤　　崇

担当係長
　　　　　　　　　堀　雅史

課長補佐
（新型ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ等対策担当係長）
　　　　　　　　　椎葉　桂子

担当係長
　　　　　　　　　小田澤　昇

事業指導室長
　　　　　　　　　山田　雅夫

課長補佐（担当係長）
　　　　　　　　　坂口　孝則

環境衛生係長
　　　　　　　　　川崎　俊明

担当係長
　　　　　　　　　私市　正利

担当部長（健康安全課長）（兼）

　　　　　　　　　岩田　眞美
＜消防局

　　　　危機管理課担当課長兼＞

担当課長
（新型ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ等対策担当）

　　　　　　　倉持ｼﾞｮﾝﾛﾊﾞｰﾄｶｰ

生活衛生課長
　　　　　　　　　宮田　泰明
＜消防局
　　　　危機管理課担当課長兼＞

介護保険課長
　　　　　　　　　竹田　良雄
＜財政局
　　　　税務課債権回収担当兼＞
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担当係長（医療監視等担当）
　　　　　　　　　小林　一郎

課長補佐（食品衛生係長）
　　　　　　　　　吉野　友章

担当係長
　　　　　　　　　楢崎佳代子

担当係長（医療監視等担当）
　　　　　　　　　前原　幹弘

担当係長
　　　　　　　　　佐藤亜希子

担当係長
　　　　　　　　　北村　秀一

担当係長（医療監視等担当）
　　　　　　　　　大久保志保

担当係長
　　　　　　　　　金子　仁美

担当係長
　　　　　　　　　井上正一朗

課長補佐（担当係長）
　　　　　　　　　米岡由美恵

課長補佐（担当係長）
　　　　　　　　　土井やすみ

担当係長
　　　　　　　　　曽我　直樹

課長補佐（担当係長）
　　　　　　　　　西野　　均

課長補佐（運営企画係長）
　　　　　　　　　鈴木　忠雄

担当係長
　　　　　　　　　武井　友子

愛護推進係長
　　　　　　　　　待永　直昭

担当係長
　　　　　　　　　畔上　栄治

食品監視係長
　　　　　　　　　牛頭　文雄

＜食品衛生課長食品衛生係長、食品監視係長及び食品衛生課担当係長は健康安全
課健康危機管理担当を兼務＞

担当係長
　　　　　　　　　浜田　進一

動物愛護センター長
　　　　　　　　　泉　俊明

食品衛生課長
　　　　　　　　　桃井　裕之
＜消防局

　　　　危機管理課担当課長兼＞

医療安全課長
　　　　　　　　　守屋　龍一
担当課長
　　　　　　　　　中溝　知樹
＜医療政策室

　　　　医療政策課担当課長兼＞

担当課長(兼)
　　　　　　　　　秋元　政博
＜南区福祉保健センター
　　　　　医務担当課長＞

保健事業課長
　　　　　　　　  仲嶋　正幸
担当部長
（保健事業課担当課長）
　　　　　　　　　佐藤眞理代
担当部長
（保健事業課担当課長）
　　　　　　　　　田中　園治
担当課長
　　　　　　　　　松岡　慈子
担当部長
（事業推進担当課長）
　　　　　　　　　木村　博和
担当課長（兼）
　　　　　　　　　五十嵐吉光
<緑区福祉保健センター

　　　　　医務担当課長>
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担当係長
　　　　　　　　　楠　哲也

北部斎場長
　　　　　　　　　木村　　誠
担当係長（北部斎場担当）
　　　　　　　　　加藤　正司

担当係長
　　　　　　　　　西岡　進

担当係長
　　　　　　　　　守屋　幹生

担当係長
　　　　　　　　　古家　浩一

中央卸売市場本場食品衛
生検査所長
　　　　　　　　　濵名　和雄

担当部長（中央卸売市場南

部市場食品衛生検査所長）

　　　　　　　　　長岡　　登

斎場

担当係長
　　　　　　　　　酒井　敬介

担当係長
　　　　　　　　　相澤　義昭

戸塚斎場長
　　　　　　　　　印南　信雄
担当係長（戸塚斎場担当）
　　　　　　　　　木村　顯

南部斎場長
　　　　　　　　　小山　和久
担当係長（南部斎場担当）
　　　　　　　　　渡辺　洋一

施設係長
　　　　　　　　　富田　紀行

担当係長
　　　　　　　　　山口　　正

課長補佐（担当係長）
　　　　　　　　　小須田　久

課長補佐（担当係長）
　　　　　　　　　半澤　浩幸

久保山斎場長
　　　　　　　　　永塚　政孝
担当係長（久保山斎場担当）

　　　　　　　　　橋本　寿晴

環境施設課長
　　　　　　　　　中川　一人

担当部長
（食肉衛生検査所長）
　　　　　　　　　横溝　力男
副所長
　　　　　　　　　野村　泰弘
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動物愛護センター長
　　　　　　　　　泉　俊明

＜生活衛生課長、食品衛生課長、環境衛生係長、居住衛生係長、居住衛生係担当係
長、食品衛生係長、食品監視係長及び食品衛生課担当係長は健康安全課健康危機管
理担当を兼務＞

愛護推進係長
　　　　　　　　　待永　直昭

課長補佐（運営企画係長）
　　　　　　　　　鈴木　忠雄

課長補佐（居住衛生係長）
　　　　　　　　　吉田　匡史

環境衛生係長
　　　　　　　　　川崎　俊明

担当係長
　　　　　　　　　武井　友子

健康安全部長
　　　　　　　　　畑澤　健一
監視等担当部長
　　　　　　　　　桐ケ谷成昭
医務担当部長
　　　　　　　　　岩田　眞美
＜健康安全課長兼＞
＜新型インフルエンザ等
　　　　　対策担当部長兼＞

施設等担当部長
　　　　　　　　　村野志満雄
担当部長（兼）
（健康安全担当）
　　　　　　　　　里見　正宏
＜鶴見区福祉保健センター長＞

担当部長(兼）
（医療安全担当）
　　　　　　　　　山川　博子
＜神奈川区福祉保健センター
　　　　　医務担当部長＞

担当部長(兼)
（健康安全担当）
　　　　　　　　　富田　千秋
＜青葉区福祉保健センター長＞

担当部長（兼）
（健康安全担当）
　　　　　　　　　髙橋　秀明
＜栄区福祉保健センター
　　　　　医務担当部長＞

担当部長（健康安全課長）（兼）

　　　　　　　　　岩田　眞美
＜消防局

　　　　危機管理課担当課長兼＞

担当課長
（新型ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ等対策担当）

　　　　　　　倉持ｼﾞｮﾝﾛﾊﾞｰﾄｶｰ

担当係長（新型ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ等対策担当）

　　　　　　　　　高橋　正海

担当係長
　　　　　　　　　御小柴朋子

担当係長
　　　　　　　　　雨堤　　崇

課長補佐（健康危機管理担当係長）

　　　　　　　　　鈴木　祐子

担当係長
　　　　　　　　　末永麻由美

課長補佐
（新型ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ等対策担当係長）
　　　　　　　　　椎葉　桂子

担当係長（健康危機管理担当）

　　　　　　　　　田中　伸子

担当係長
　　　　　　　　　私市　正利

担当係長
　　　　　　　　　紺野　美貴

生活衛生課長
　　　　　　　　　宮田　泰明
＜消防局
　　　　危機管理課担当課長兼＞

保健所長
　　　　　　　　　豊澤　隆弘
担当理事（医務担当部長）
（保健医療医務監）
　　　　　　　　　水野　哲宏
担当部長（医務担当部長）
（医療安全医務監）
　　　　　　　　　鈴木　敏旦

＜保健所職員は、下記の健康安全部及び１８区福祉保健センター（西
区・栄区・泉区の高齢支援課を除く）が兼務＞ 
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福祉保健センター長
センター担当部長

福祉保健課長

担当係長（医療監視等担当）
　　　　　　　　　小林　一郎

生活衛生課長　※１

医療安全課長
　　　　　　　　　守屋　龍一
担当課長
　　　　　　　　　中溝　知樹
＜医療政策室

　　　　医療政策課担当課長兼＞

担当課長(兼)
　　　　　　　　　秋元　政博
＜南区福祉保健センター
　　　　　医務担当課長＞

担当係長（医療監視等担当）
　　　　　　　　　前原　幹弘

運営企画係長
担当係長（事業企画担当）
健康づくり係長

こども家庭支援課長　※３

食品衛生係長
環境衛生係長

担当係長
　　　　　　　　　楢崎佳代子

担当係長（医療監視等担当）
　　　　　　　　　大久保志保

課長補佐（食品衛生係長）
　　　　　　　　　吉野　友章

担当係長
　　　　　　　　　畔上　栄治

高齢・障害係長
担当係長

食品監視係長
　　　　　　　　　牛頭　文雄

こども家庭係長
担当係長

福祉保健センターは標準型で表示
※１　栄区・泉区・瀬谷区は１係制、青葉区は２担当係長制
※２　西区・栄区・泉区は、高齢支援課
※３　西区・栄区・泉区は、こども家庭障害支援課

食品衛生課長
　　　　　　　　　桃井　裕之
＜消防局

　　　　危機管理課担当課長兼＞

高齢・障害支援課長　※２

担当係長
　　　　　　　　　浜田　進一
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担当係長
　　　　　　　　　坂井　雄太

担当理事（衛生研究所長）（兼）

　　　　　　　　　水野　哲宏
課長補佐（管理係長）
　　　　　　　　　小林　和夫

担当係長
　　　　　　　　　髙津　和弘

担当係長
　　　　　　　　　中出　純子

担当係長
　　　　　　　　　宇宿　秀三

担当係長
　　　　　　　　　上原　早苗

課長補佐（担当係長）
　　　　　　　　　笹尾　忠由

担当係長
　　　　　　　　　刈込　髙子

検査研究課長
　　　　　　　　　森田　昌弘
担当課長
（検査研究担当）
　　　　　　　　　佐藤　昌子

感染症・疫学情報課長
　　　　　　　　　船山　和志

管理課長
　　　　　　　　　本多　隆之

担当課長（機能強化担当）（兼）

　　　　　　　　　小黒　大治

担当係長
　　　　　　　　　太田　嘉
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健康福祉局事務分掌 

 

総 務 部 

総 務 課 

(1) 局内の文書に関すること。 

(2) 局内の事務事業の連絡調整に関すること。 

(3) 社会福祉、保健及び衛生に係る褒章及び表彰に関すること。 

(4) 局の危機管理に関すること。 

(5) 局内の予算及び決算に関すること。 

(6) 局内の財産管理に関すること。 

(7) 他の室、部及び課の主管に属しないこと。 

 

職 員 課 

(1) 局所属職員等の研修に関すること。 

(2) 局所属職員の福利厚生及び衛生管理に関すること。 

(3) 局所属職員等の人事に関すること。 

(4) 局所属職員の給与その他の勤務条件その他労務に関すること。 

(5) 局内の組織に関すること。 

 

相談調整課 

(1) 横浜市福祉調整委員会が受けた苦情申立て等に関すること。 

(2) その他横浜市福祉調整委員会に関すること。 

(3) 墓地等の設置に係る紛争解決のためのあっせんに関すること。 

(4) 横浜市墓地等設置紛争調停委員会に関すること。 

 

監 査 課 

(1) 社会福祉に係る事業等の監査に係る企画及び連絡調整に関すること(こども青

少年局総務部監査課の主管に属するものを除く。以下この部中同じ。) 。 

(2) 社会福祉法人の設立、定款変更、解散、合併の認可等に関すること。 

(3) 社会福祉法人の監査その他の指導及び監督に関すること。 

(4) 社会福祉法人の改善命令、業務停止命令、役員解職の勧告及び解散命令に関す

ること。 

(5) 社会福祉施設、介護老人保健施設等の施設に係る事業その他の社会福祉事業の

監査に関すること。 

(6) 社会福祉施設その他の施設の建設に対する助成についての検査等に関するこ

と。 

(7) 特に命ぜられた監査その他の指導及び監督に関すること。 

 

企画部 

 企画課 

(1) 社会福祉、保健及び衛生に係る総合的な企画、調整及び調査研究に関すること。 

(2) 社会福祉、保健及び衛生に係る統計及び情報の収集等に関すること（ 他の室

及び部の主管に属するものを除く。） 。 
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(3) 横浜市社会福祉審議会に関すること。 

 

医療政策室 

 医療政策課 

   (1) 医療政策に係る企画及び総合調整に関すること。 

   (2) 医療団体に関すること（他の部及び課の主管に属するものを除く。）。 

   (3) 横浜市病院事業が経営する病院、公立大学法人横浜市立大学附属病院及び附属

市民総合医療センター並びに地域中核病院が提供する医療等に係る調整に関す

ること。 

   (4) 室内他の課の主管に属しないこと。 

 地域医療課 

   (1) 地域医療に関すること。 

   (2) 医療従事者の確保に関すること。 

   (3) 地域中核病院の整備等に関すること。 

 救急・災害医療課 

   (1) 救急医療に関すること。 

   (2) 災害医療に関すること。 

 

地域福祉保健部 

福祉保健課 

(1) 地域福祉保健推進施策の調整に関すること。 

(2) 地域福祉保健計画の推進に関すること。 

(3) 福祉のまちづくりの推進に関すること。 

(4) 横浜市福祉のまちづくり推進会議に関すること。 

(5) 福祉保健センターにおける福祉保健施策の推進に係る連絡調整に関すること。 

(6) 社会福祉法人横浜市社会福祉協議会に関すること（障害福祉部の主管に属する

ものを除く。）。 

(7) 社会福祉法人区社会福祉協議会等に関すること。 

(8) 地域福祉保健に係る人材育成に関すること（ 他の部の主管に属するものを除

く。） 。 

(9) 成年後見制度及び地域福祉に係る権利の擁護に関すること（他の部の主管に属

するものを除く。） 。 

(10) 日本赤十字社及び赤十字奉仕団に関すること。 

(11) 災害救助に関すること。 

(12) 災害時要援護者支援事業に関すること。 

(13) その他地域福祉保健に関すること。 

(14) 部内他の課の主管に属しないこと。 

 

地域支援課 

(1) 民生委員及び横浜市民生委員推薦会に関すること。 

(2) 地域包括支援センターの設置及び運営管理の総合調整に関すること。 

(3) 地域ケアプラザの整備及び運営管理の総合調整に関すること。 

(4) 福祉保健活動拠点の整備及び運営管理の総合調整に関すること。 

(5) 横浜市社会福祉センター及び福祉保健研修交流センターウィリング横浜の運
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営管理に関すること。 

 

生活福祉部 

保 護 課 

(1) 生活保護等に係る事務の企画、運営、指導その他生活保護法(昭和 25 年法律

第 144 号) の施行に関すること。 

(2) 保護施設の設置の認可並びに当該施設の休止及び廃止の認可に関すること。 

(3) 保護施設の改善命令、事業停止命令、認可の取消しその他の指導及び監督に関

すること。 

(4) 生活困難者に対する事業及び隣保事業に係る社会福祉施設(保護施設を除く。) 

及び社会福祉事業( 以下この部中「施設等」という。) の開始、変更及び廃止の

許可等に関すること。 

(5) 施設等の改善命令、事業停止命令、許可の取消しその他の指導及び監督に関す

ること。 

(6) 保護施設及び施設等の経営に必要な資金を得るための寄附金の募集の許可に

関すること。 

(7) 私立の保護施設の助成に関すること。 

(8) 市立の保護施設( 授産所を除く。) の企画、設置及び運営管理に関すること。 

(9) 保護施設の法外扶助に関すること。 

(10) 生活保護世帯の法外援護に関すること。 

(11) 保護統計調査に関すること。 

(12) 行旅病人及び行旅死亡人の取扱いに関すること。 

(13) 医療券等の審査に関すること。 

(14) 生活保護法に基づく指定介護機関、指定医療機関等に関すること。 

(15) 被保護者の就労支援に関すること。 

(16) 原子爆弾被爆者の福祉に関すること。 

(17) 戦傷病者、戦没者遺族、中国帰国者等の援護に関すること。 

(18) 財団法人寿町勤労者福祉協会に関すること。 

(19) 寿地区対策に関すること。 

(20) ホームレスの自立支援に関すること。 

(21) 寿福祉プラザの管理に関すること。 

(22) 障害者のいる世帯等に係る水道料金減免事務の調整に関すること。 

(23) 部内他の課の主管に属しないこと。 

 

保険年金課 

(1) 国民健康保険及び国民年金( 特定障害者に係る特別障害給付金を含む。以下こ

の部中同じ。) の事務の企画及び運営に関すること。 

(2) 国民健康保険被保険者の資格の得喪及び賦課徴収に係る総合調整に関するこ

と。 

(3) 国民健康保険給付に関すること。 

(4) 国民健康保険及び国民年金の統計調査、事業報告等に関すること。 

(5) 国民健康保険制度及び国民年金制度の広報に関すること。 

(6) 区役所における国民健康保険及び国民年金の事務の指導及び連絡に関するこ

と。 
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(7) 国民健康保険関係職員の研修に関すること。 

(8) 横浜市国民健康保険運営協議会及び横浜市国民健康保険障害児育児手当金障

害程度審査委員会に関すること。 

(9) 国民健康保険団体連合会に関すること。 

(10) 国民健康保険に係る特定健康診査及び特定保健指導に関すること。 

 

医療援助課 

(1) ひとり親家庭等の医療費助成事業に関すること。 

(2) 小児の医療費助成事業に関すること。 

(3) 重度心身障害者の医療費援助事業に関すること。 

(4) 身体障害者の更生医療給付に関すること。 

(5) 児童の医療給付等に関すること。 

(6) 後期高齢者医療事業及び老人保健医療事業に関すること。 

(7) 神奈川県後期高齢者医療広域連合に関すること。 

(8) その他医療費助成に関すること( 他の課の主管に属するものを除く。) 。 

 

障害福祉部 

障害企画課 

   (1) 障害者及び障害児に係る一貫した施策の企画及び調整に関すること。 

   (2) 障害者及び障害児の福祉の推進に関すること（こども青少年局こども福祉保健

部の主管に属するものを除く。）。 

   (3) 障害者福祉サービスに関する広報及び福祉サービスの情報提供に関すること

（こども青少年局こども福祉保健部の主管に属するものを除く。）。 

   (4) 障害者自立支援法（以下この項において「法」という。）に係る事務の企画及

び運用に関すること。 

   (5) 発達障害者支援法に関すること（こども青少年局こども福祉保健部の主管に属

するものを除く。）。 

   (6) 後見的支援を要する障害者の支援に関すること。 

   (7) 精神科病院の実地指導に関すること。 

   (8) 医療社会事業に関すること。 

   (9) その他精神保健及び精神障害者福祉に関すること（他の局、部及び課の主管に

属するものを除く。）。 

   (10) 障害者更生相談所及びこころの健康相談センターとの連絡調整に関すること。 

   (11) 横浜市総合リハビリテーションセンターの運営管理に関すること。 

   (12) 社会福祉法人横浜市リハビリテーション事業団に関すること。 

   (13) 自殺対策に関すること（他の局、部及び課の主管に属するものを除く。）。 

   (14) 障害者福祉施設及び障害者福祉事業の経営に必要な資金を得るための寄附金

の募集の許可に関すること。 

   (15) 障害者の就業支援に関すること。 

   (16) 福祉授産所等における受注、契約、工賃請求及び領収並びに当該授産所等への

支払いに関すること。 

   (17) 地域作業所等に対する作業のあっせんに関すること。 

   (18) 横浜市障害者施策推進協議会に関すること。 

   (19) 横浜市精神保健福祉審議会に関すること。 
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   (20) 部内他の課の主管に属しないこと。 

 

障害福祉課 

(1) 特別障害者手当等に関すること。 

(2) 心身障害者扶養共済事業に関すること。 

(3) 障害者及び障害児の移動支援に関すること。 

(4) 手話通訳の派遣に関すること。 

(5) 横浜市障害者研修保養センターの運営管理に関すること。 

(6) 横浜市障害者スポーツ文化センターの運営管理に関すること。 

(7) 障害者のスポーツ及び文化活動の推進に関すること。 

(8) 法に基づく介護給付費のうち、居宅介護、重度訪問介護、重度障害者等包括支

援及び行動援護に係る事務に関すること。 

(9) 法に基づく補装具費の支給に係る事務に関すること。 

(10) 法に基づく地域生活支援事業のうち、移動支援サービス、日常生活用具給付等、

障害者入浴サービス、コミュニケーション支援及び相談支援に係る事務に関する

こと。 

(11) 法に基づく自立支援医療費（精神障害者の通院医療に係るものに限る。）その

他の精神障害者に係る医療費の公費負担に関すること（こころの健康相談センタ

ーの主管に属するものを除く。）。 

(12) 障害者の生活環境の整備に関すること。 

(13) 特別乗車券に関すること。 

(14) その他障害者個人に対する給付に関すること(他の局、部及び課の主管に属す

るものを除く。)。 

(15) その他障害者団体に関すること(他の局、部及び課の主管に属するものを除

く。)。 

 

障害支援課 

(1) 市立の障害者施設に関すること（他の課の主管に属するものを除く。）。 

(2) 市立の障害者施設の整備に関すること。 

(3) 私立の障害者施設及び障害者地域活動ホームの建設に対する助成に関するこ

と。 

(4) 障害者施設の設置の認可等並びに当該施設の休止及び廃止の承認等に関する

こと。 

(5) 障害者施設への措置、措置費及び法外扶助に関すること。 

(6) 障害者施設の調査、指導及び調整に関すること。  

(7) 法に基づく介護給付費のうち、生活介護、短期入所、共同生活介護、施設入所

支援及び療養介護に係る事務に関すること。 

(8) 法に基づく訓練等給付費に係る事務に関すること。 

(9) 法に基づく地域生活支援事業のうち、地域活動支援センター及び日中一時支援

に係る事務に関すること。 

(10) 自立生活アシスタントに関すること。 

(11) 障害者地域活動ホーム及び小規模通所施設に関すること。 

(12) 精神障害者の退院促進支援に関すること。 

(13) 社会福祉法人横浜市社会福祉協議会障害者支援センターの事業に関すること。 
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   (14) 障害者及び障害児の在宅生活の支援に関すること（他の局、部及び課の主管に

属するものを除く。）。 

 

高齢健康福祉部 

高齢健康福祉課 

(1) 高齢者福祉に係る企画及び調整に関すること。 

(2) 高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画及び市町村整備計画に関すること。 

(3) 老人クラブに関すること。 

(4) 老人福祉センター等に関すること。 

(5) 横浜市高齢者保養研修施設の運営管理に関すること。 

(6) その他高齢者の福祉に関すること( 他の課の主管に属するものを除く。) 。 

(7) 部内他の課、室の主管に属しないこと。 

 

高齢在宅支援課 

(1) 在宅の要援護高齢者等の福祉に関すること( 他の課の主管に属するものを除

く。) 。 

(2) 在宅の要援護高齢者等の保健事業その他地域看護業務に関すること（他の課の

主管に属するものを除く。） 。 

(3) 高齢者の介護予防事業に関すること。 

(4) 高齢者等の包括的支援事業に関すること（ 他の課の主管に属するものを除

く。） 。 

(5) 指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護予防サービス事

業者及び指定介護予防支援事業者への支援に関すること（他の課の主管に属する

ものを除く。）。 

(6) 社会福祉法人横浜市福祉サービス協会に関すること。 

 

高齢施設課 

(1) 介護保険施設への指導及び調整に関すること。 

(2)  短期入所生活介護、短期入所療養介護及び特定施設入居者生活介護を実施する

事業者（ いずれも予防給付に係るものを含む。） への指導及び調整に関すること。 

(3) 地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者

生活介護を実施する事業者への指導、調整、改善勧告及び改善命令に関すること。 

(4) 生活支援短期入所生活介護に関すること。 

(5) 老人福祉法( 昭和 38 年法律第 133 号) に基づく事業及び施設に係る許可等

に関すること( 他の課の主管に属するものを除く。) 。 

(6) 老人福祉施設への措置及び措置費並びに法外扶助に関すること。 

(7) 市立の老人福祉施設に関すること( 他の課の主管に属するものを除く。） 。 

(8) 老人福祉施設の建設に対する助成に関すること。 

(9) 介護保険施設( 介護老人福祉施設を除く。) の建設に対する助成に関すること。 

(10) 小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入

居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の拠点の整備に対

する助成等に関すること。 
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介護保険課 

(1) 介護保険の事務の企画及び運営に関すること( 他の課の主管に属するものを

除く。) 。 

(2) 介護保険料の算定に関すること。 

(3) 介護保険被保険者の資格の得喪、賦課徴収及び要介護認定等に係る総合調整に

関すること。 

(4) 介護保険の給付に関すること( 区役所の主管に属するものを除く。) 。 

(5) 介護保険料に係る特別徴収義務者への還付に関すること。 

(6) 介護保険制度における住宅改修及び福祉用具購入に係る事業者の調整に関す

ること。 

(7) 介護保険に係る統計調査、事業報告等に関すること。 

(8) 介護保険制度の広報に関すること。 

(9) 区役所における介護保険の事務の指導及び連絡に関すること。 

(10) 介護保険関係職員の研修に関すること。 

(11) 横浜市介護認定審査会及び横浜市介護保険運営協議会に関すること。 

(12) 国民健康保険団体連合会に関すること( 他の部、課の主管に属するものを除

く。) 。 

 

 事業指導室 

(1) 指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者及び

指定介護予防支援事業者の指定、指導、調整、改善勧告、改善命令、指定効力停

止及び指定取消に関すること（他の課の主管に属するものを除く。）。 

(2) 指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者及び指定介護予防サービス

事業者への指導及び調整に関すること（他の課の主管に属するものを除く。）。 

(3) 介護保険制度における基準該当事業者の登録等に関すること。 

(4) 地域密着型サービスの拠点の整備に対する助成等に関すること（他の課の主管

に属するものを除く。）。 

 

健康安全部 

健康安全課 

(1) 健康安全に係る施策の企画及び調整に関すること。 

(2) 感染症の予防、医療、発生動向の調査等に関すること（保健所事務分掌規則第

３条健康安全課の項第１号から第４号まで並びに第４条福祉保健課の項第３号及

び第４号に掲げる事務を除く。）。 

(3) 予防接種に関すること。 

(4) 横浜市予防接種事故対策調査会に関すること。 

 

生活衛生課 

(1) 墓地、埋葬等に関する法律（昭和 23年法律第 48号）に基づく経営の許可等に

関すること。 

(2) 環境衛生関係団体に関すること。 

(3) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律（昭和 45年法律第 20号）に基

づく事業者の登録に関すること。 

(4) 昆虫等の防除に関すること（保健所事務分掌規則第４条生活衛生課の項第５号
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に掲げる事務を除く。）。 

(5) その他生活衛生に関すること（保健所事務分掌規則第３条生活衛生課の項及び

第４条生活衛生課の項第１号から第８号までに掲げる事務を除く。）。 

(6) 衛生研究所及び動物愛護センターに関すること。 

 

食品衛生課 

(1) 食品衛生関係団体に関すること。 

(2) 食鳥処理の事業の許可、確認規程の認定等に関すること。 

(3) と畜場の設置の許可等に関すること。 

(4) その他食品衛生に関すること（保健所事務分掌規則第３条食品衛生課の項及び

第４条生活衛生課の項第９号から第 11号までに掲げる事務を除く。）。 

(5) 食肉衛生検査所及び中央卸売市場食品衛生検査所に関すること。 

  

医療安全課 

(1) 医療に係る相談等に関すること。 

(2) 医療安全情報の提供に関すること。 

(3) 医療安全研修に関すること。 

(4) その他医療安全の確保に関すること。 

(5) 医療法(昭和 23年法律第 205号)に基づく許可及び認可に関すること。 

 

保健事業課 

(1) 保健事業の企画及び調整に関すること。 

(2) 健康増進に関すること。 

(3) 栄養改善に関すること。 

(4) 歯科保健に関すること（母子保健に係るものを除く。）。 

(5) 献血の推進等に関すること。 

(6) 保健活動推進員に関すること。 

(7) 原子爆弾被爆者の援護に関すること（生活福祉部の主管に属するものを除く。）。 

(8) 難病対策に関すること。 

(9) その他疾病対策に関すること（他の室、部及び課の主管に属するものを除く。）。 

(10) 公害健康被害の調査、補償及び救済に関すること。 

(11) 横浜市公害健康被害認定審査会及び横浜市公害健康被害診療報酬審査会に関

すること。 

(12) その他公害保健福祉に関すること。 

(13) 衛生に係る統計及び人口動態統計に関すること。 

(14) 財団法人横浜市総合保健医療財団に関すること。 

(15) 横浜市スポーツ医科学センター及び横浜市総合保健医療センターに関するこ

と。 

(16) 部内他の課の主管に属しないこと。 

 

環境施設課 

(1) 市営墓地、斎場及び霊堂の運営管理に関すること。 

(2) 市営墓地、斎場及び霊堂の整備に関すること。 
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保健所事務分掌 

 

健康安全部 

健康安全課 

(1) 横浜市感染症診査協議会に関すること。 

(2) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成 10年法律第 

114号に基づく他の行政機関との協議に関すること。 

(3) 検疫法(昭和 26年法律第 201号)に基づく検疫感染症の患者に係る通報の受理

及び検疫の免除の許可に関すること。 

(4) 次条福祉保健課の項第 3号及び第 4号並びに同条生活衛生課の項第 11号及び 

第 16号に掲げる事務の総括に関すること。 

(5) 部内他の課の主管に属しないこと。 

 

生活衛生課 

(1) 温泉法(昭和 23年法律第 125号)に基づく温泉の利用の許可及びその取消し、

温泉の成分等の掲示内容の届出及びその変更命令、管理者に対する措置命令並び

に土地の掘削許可等に関して神奈川県知事に提出する書類の経由事務に関するこ

と。 

(2) 温泉法施行細則（昭和 59年３月横浜市規則第 11号）に基づく温泉利用事項の

変更並びに温泉利用施設の廃止及び休止の届出に関すること。 

(3) 化製場等に関する法律(昭和 23年法律第 140号)に基づく化製場及び死亡獣畜

取扱場の設置の許可、変更の届出及び許可の取消しに関すること。 

(4) 化製場等に関する法律施行細則（昭和 59年９月横浜市規則第 93号）に基づく

化製場等の設置事項の変更並びに経営の停止及び廃止の届出に関すること。 

(5) えなその他出産に伴う産あい物処理業者条例(昭和25年神奈川県条例第52号)

に基づく焼却場の施設の検査、事情の聴取、立入検査及び特別の施設の措置命令

並びに神奈川知事に提出する書類の経由事務に関すること。 

(6) 墓地、埋葬等に関する法律(昭和 23年法律第 48号)に基づく報告の徴収及び立

入検査に関すること。 

(7) 横浜市墓地等の経営の許可等に関する条例(平成 14 年 12 月横浜市条例第 57

号)に基づく立入調査に関すること。 

(8) 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律(昭和 48年法律第 112号)に

基づく措置命令、報告の徴収、立入検査、質問及び収去に関すること。 

(9) 横浜市簡易給水水道及び小規模受水槽水道における安全で衛生的な飲料水の

確保に関する条例（平成３年 12月横浜市条例第 56号）に基づく公表に関するこ

と。 

(10) 次条生活衛生課の項第１号から第８号までに掲げる事務の総括に関すること。 

 

 動物愛護センター 

   (1) 横浜市動物愛護センター条例（平成 22年 12月横浜市条例第 44号）第２条第

１号から第 11号までの規定に基づく事務に関すること。 

   (2) 狂犬病予防法（昭和 25 年法律第 247 号）に基づく犬の登録並びに鑑札及び注

射済票の交付に関すること（横浜市動物愛護センター条例第２条第３号から第５
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号までの規定により保管した犬を所有者に返還し、又は第三者に譲渡する場合に、

その所有者又は譲受人の依頼によって行うものに限る。）。 

   (3) 次条生活衛生課の項第12号から第14号までに掲げる事務の統括に関すること。 

 

食品衛生課 

(1) 食品衛生関係営業の監視及び指導に関すること。 

(2) 食品等の検査に関すること。 

(3) 次条生活衛生課の項第９号及び第 10号に掲げる事務の総括に関すること。 

 

 

医療安全課 

(1) 医事及び薬事に関すること（医療法（昭和 23年法律第 205号）に基づく許可

及び認可並びに次条生活衛生課の項第 15号に掲げる事務を除く。）。 

(2) 医療施設調査規則（昭和 28年厚生省令第 25号）に基づく調査票等の受理及び

送付に関すること。 

(3) 次条生活衛生課の項第 15号に掲げる事務の総括に関すること。 

 

 

福祉保健センター 

福祉保健課 

(1) 国民生活基礎調査規則(昭和61年厚生省令第39号)等に基づく調査票等の審査

整理及び提出に関すること。 

(2) 人口動態調査令(昭和 21年勅令第 447号)に基づく調査票の審査及び提出に関

すること。 

(3) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づく事務(同法

に基づく医療費の負担、医療機関の指定、厚生労働大臣への報告、感染症発生時

の調査協力依頼及び感染症に係る情報の公表に関する事務並びに前条健康安全課

の項第 1号及び第 2号並びにこの条生活衛生課の項第 5号に掲げる事務を除く。)

に関すること。 

(4) 検疫法に基づく検査、消毒その他検疫感染症の予防上必要な措置に関すること。 

(5) 健康増進法(平成 14年法律第 103号)に基づく栄養指導その他の保健指導、特

定給食施設及び特別用途食品等に関すること。 

(6) 横浜市小規模給食施設の栄養管理に関する条例(平成 12年 2月横浜市条例第 6

号)に基づく事務に関すること。 

(7) センター内他の課の主管に属しないこと。 

 

生活衛生課 

(1) 環境衛生関係営業に関すること。 

(2) 墓地、火葬場等の管理者の届出等に関すること。 

(3) 専用水道、簡易専用水道、小規模受水槽水道、飲用井戸等の衛生に関すること。 

(4) 建築物における衛生的環境の確保に関すること(事業者の登録に関する事務を

除く。)。 

(5) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づくねずみ族、

昆虫等の駆除並びに消毒(患者がいる場所及びいた場所並びに感染症により死亡
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した者の死体がある場所及びあった場所に係るものを除く。)に関すること。 

(6) 居住衛生に関すること。 

(7) 有害物質を含有する家庭用品の衛生に関すること。 

(8) 前各号に掲げる事務に係る苦情受付及び調査に関すること。 

(9) 食品衛生関係営業に関すること。 

(10) 食中毒の予防に関すること。 

(11) 食中毒の発生措置に関すること。 

(12) 狂犬病予防に関すること。 

(13) 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和 48年法律第 105号)に基づく動物取扱

業者の動物の管理方法等の改善勧告、措置命令、報告の徴収及び立入検査、生活

環境の損失を生じさせる事態の除去に必要な勧告及び措置命令、特定動物飼養者

に対する措置命令、報告の徴収及び立入検査、犬及びねこの引取り並びに動物の

収容に関すること。 

(14) 横浜市動物の愛護及び管理に関する条例(平成 18 年 3 月横浜市条例第 17 号)

に基づく事務に関すること。 

(15) 患者調査規則(昭和28年厚生省令第26号)及び医療法施行令(昭和23年政令第

326号)に基づく調査票等の受理及び送付、医師等の免許の経由事務、施術所、歯

科技工所、薬局、薬局製造販売医薬品の製造販売業及び製造業、医薬品の販売業、

医療機器の販売業及び賃貸業並びに毒物劇物販売業に関すること。 

(16) 健康危機管理に関すること。 

 

高齢・障害支援課 

（西福祉保健センター、栄福祉保健センター、泉福祉保健センターを除く） 

(1) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和 25年法律第 123号)に基づく

書類の経由事務に関すること(精神障害者保健福祉手帳及び自立支援医療に関す

る事務を除く。)。 

(2) 児童福祉法(昭和 22年法律第 164号)に基づく身体障害児の療育の指導等に関

すること(神奈川福祉保健センター、中福祉保健センター、都筑福祉保健センター

及び瀬谷福祉保健センター(以下「神奈川福祉保健センター等」という。)に限る。)。 

(3) 身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号)に基づく診査を受けるべき旨

の通知の受理、障害程度の変化に関する通知及び身体障害者手帳の交付を受けた

者に係る通知の受理に関すること(神奈川福祉保健センター等に限る。)。 

 

こども家庭支援課 

（西福祉保健センター、栄福祉保健センター、泉福祉保健センターを除く） 

(1) 児童福祉法に基づく身体障害児の療育の指導等に関すること(神奈川福祉保健

センター等を除く。)。 

(2) 身体障害者福祉法施行令に基づく診査を受けるべき旨の通知の受理、障害程度

の変化に関する通知及び身体障害者手帳の交付を受けた者に係る通知の受理に関

すること(神奈川福祉保健センター等を除く。)。 

(3) 母子保健法(昭和 40年法律第 141号)に基づく妊娠の届出の経由事務に関する

こと。 
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こども家庭障害支援課 

(西福祉保健センター、栄福祉保健センター、泉福祉保健センター) 

(1) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく書類の経由事務に関する

こと(精神障害者保健福祉手帳及び自立支援医療に関する事務を除く。)。 

(2) 児童福祉法に基づく身体障害児の療育の指導等に関すること。 

(3) 身体障害者福祉法施行令に基づく診査を受けるべき旨の通知の受理、障害程度

の変化に関する通知及び身体障害者手帳の交付を受けた者に係る通知の受理に関

すること。 

(4) 母子保健法に基づく妊娠の届出の経由事務に関すること。 

 

 

24



１　平成23年度一般会計歳入決算状況
（単位：円）

予算・決算

0

0

383,240,414

0

差　引　の　内　訳

国 庫 支 出 金

使用料及び手数料

分担金及び負担金

416,368,121

0

2,164,752,420165,325,625,000

1,697,000,000

2,751,704,000

0

2,009,627,628

収入未済額不納欠損額

0

0

121,997,085 1,598,342,105

28,042,009

0

県 支 出 金

合　　　　　　計

市 債

諸 収 入

100.0%

寄 付 金

98.7%

85.5%

155,124,792

71.4%

98.5%

100.0%

100.0%

財 産 収 入 3,100

0

0

100.0% 0

33,127,707

100.0%68,636,558

1,628,000,000

158,627,391,967

2,864,930,089

1,628,000,000

160,792,144,387

2,448,561,968

118,430,071,452118,755,065,000

2,017,271,000

6,240,798,000

29,808,862,888

3,100

4,290,788,416

1,884,150,906

118,430,071,452

29,808,862,888

70,000,000

57,888,000

33,723,929,000

6,011,127,606

1,912,192,915

0

科　　　　目 予 算 現 額

56,352,879

68,636,558

1,720,339,190

28,042,009

0

56,349,779

0

収入率

(％)
(B)/(A)

調  定  額  (A) 差 引 (A)-(B)収 入 済 額 (B)

0 100.0% 0 0繰 入 金 11,970,000 11,970,000 11,970,000
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２　平成23年度一般会計歳出決算額
（単位：円） 

差　　　引

(A)-(B) 繰　越　額 不　用　額

281,755,591,752 275,046,672,290 97.6% 6,708,919,462 175,238,935 6,533,680,527

40,366,389,000 39,567,114,075 98.0% 799,274,925 0 799,274,925

社 会 福 祉 総 務 費 24,903,903,000 24,717,026,279 99.2% 186,876,721 0 186,876,721

社 会 福 祉 事 業 振 興 費 6,152,211,000 5,805,943,550 94.4% 346,267,450 0 346,267,450

国 民 年 金 費 143,648,000 123,776,946 86.2% 19,871,054 0 19,871,054

ひ と り 親 家 庭 等 医 療 費 1,741,633,000 1,724,057,646 99.0% 17,575,354 0 17,575,354

小 児 医 療 費 7,424,994,000 7,196,309,654 96.9% 228,684,346 0 228,684,346

73,250,148,000 71,652,922,283 97.8% 1,597,225,717 10,000,000 1,587,225,717

障 害 者 福 祉 費 55,729,637,102 54,745,956,311 98.2% 983,680,791 10,000,000 973,680,791

こころの健康相談ｾﾝﾀｰ等運営費 381,388,000 346,041,397 90.7% 35,346,603 0 35,346,603

障 害 者 手 当 費 1,035,756,898 1,035,756,898 100.0% 0 0 0

重 度 障 害 者 医 療 費 12,768,813,000 12,486,492,938 97.8% 282,320,062 0 282,320,062

障 害 者 福 祉 施 設 運 営 費 607,393,000 554,715,493 91.3% 52,677,507 0 52,677,507

ﾘ ﾊ ﾋ ﾞ ﾘ ﾃ ｰ ｼ ｮ ﾝ ｾ ﾝ ﾀ ｰ 等 運 営 費 2,727,160,000 2,483,959,246 91.1% 243,200,754 0 243,200,754

10,026,013,000 9,779,312,684 97.5% 246,700,316 0 246,700,316

老 人 措 置 費 2,436,685,000 2,349,253,397 96.4% 87,431,603 0 87,431,603

老 人 福 祉 費 7,154,075,000 7,035,370,939 98.3% 118,704,061 0 118,704,061

老 人 福 祉 施 設 運 営 費 435,253,000 394,688,348 90.7% 40,564,652 0 40,564,652

124,248,212,000 122,859,528,437 98.9% 1,388,683,563 0 1,388,683,563

生 活 保 護 費 122,328,207,000 121,121,534,965 99.0% 1,206,672,035 0 1,206,672,035

援 護 対 策 費 1,920,005,000 1,737,993,472 90.5% 182,011,528 0 182,011,528

10,601,721,400 10,389,997,264 98.0% 211,724,136 165,238,935 46,485,201

健 康 福 祉 施 設 整 備 費 10,601,721,400 10,389,997,264 98.0% 211,724,136 165,238,935 46,485,201

21,314,903,352 18,902,660,815 88.7% 2,412,242,537 0 2,412,242,537

予 防 費 12,932,246,352 10,993,567,554 85.0% 1,938,678,798 0 1,938,678,798

健 康 診 査 費 2,963,544,000 2,961,346,257 99.9% 2,197,743 0 2,197,743

健 康 づ く り 費 436,536,000 421,322,580 96.5% 15,213,420 0 15,213,420

医 療 対 策 費 3,188,390,000 2,900,864,823 91.0% 287,525,177 0 287,525,177

地 域 保 健 推 進 費 1,049,331,000 1,000,822,810 95.4% 48,508,190 0 48,508,190

公害・石綿健康被害対策事業費 744,856,000 624,736,791 83.9% 120,119,209 0 120,119,209

1,948,205,000 1,895,136,732 97.3% 53,068,268 0 53,068,268

食 品 衛 生 費 154,732,824 154,732,824 100.0% 0 0 0

衛 生 研 究 所 費 157,317,193 157,317,193 100.0% 0 0 0

食 肉 衛 生 検 査 所 費 106,002,176 99,942,469 94.3% 6,059,707 0 6,059,707

環 境 衛 生 指 導 費 81,697,000 75,611,734 92.6% 6,085,266 0 6,085,266

葬 務 費 1,302,029,807 1,271,918,801 97.7% 30,111,006 0 30,111,006

動 物 保 護 指 導 費 146,426,000 135,613,711 92.6% 10,812,289 0 10,812,289

101,532,912,000 101,200,922,321 99.7% 331,989,679 0 331,989,679

101,532,912,000 101,200,922,321 99.7% 331,989,679 0 331,989,679

国民健康保険事業費会計繰出金 34,631,750,000 34,631,750,000 100.0% 0 0 0

介 護 保 険 事 業 費 会 計 繰 出 金 28,676,529,000 28,676,529,000 100.0% 0 0 0

後期高齢者医療事業費会計繰出金 23,773,792,000 23,452,690,153 98.6% 321,101,847 0 321,101,847

公害被害者救済事業費会計繰出金 11,100,000 10,073,468 90.8% 1,026,532 0 1,026,532

水 道 事 業 会 計 繰 出 金 679,576,000 679,576,000 100.0% 0 0 0

自 動 車 事 業 会 計 繰 出 金 4,753,091,000 4,753,091,000 100.0% 0 0 0

高 速 鉄 道 事 業 会 計 繰 出 金 2,039,401,000 2,039,401,000 100.0% 0 0 0

病 院 事 業 会 計 繰 出 金 6,967,673,000 6,957,811,700 99.9% 9,861,300 0 9,861,300

383,288,503,752 376,247,594,611 98.2% 7,040,909,141 175,238,935 6,865,670,206

左  の  内  訳
支 出 済 額 (B)

歳 出 合 計

区　　　　　　　　　　　　分 予 算 現 額　(A)

生 活 援 護 費

健 康 福 祉 費

諸 支 出 金

社 会 福 祉 費

執 行 率
(％)

(B)/(A)

特 別 会 計 繰 出 金

健 康 福 祉 施 設 整 備 費

老 人 福 祉 費

公 衆 衛 生 費

環 境 衛 生 費

障 害 者 福 祉 費
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３　平成23年度特別会計決算額

（単位：円） 

収入支出差引

過△不足額

国民健康保険事業費会計 357,173,768,000 334,777,941,792 343,972,844,453 △ 9,194,902,661

介 護 保 険 事 業 費 会 計 200,932,630,294 201,914,596,503 199,044,230,584 2,870,365,919

後期高齢者医療事業費会計 53,854,667,000 53,440,597,471 53,173,629,258 266,968,213

公害被害者救済事業費会計 39,870,000 48,445,410 26,013,794 22,431,616

新 墓 園 事 業 費 会 計 623,984,000 596,570,042 592,877,872 3,692,170

※　国民健康保険事業費会計は、収入支出差引不足のため翌年度歳入から繰上充用

支　出　済　額収　入　済　額歳入歳出予算現額
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